
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

○
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

○
道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８

○
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通

省
令
第
二
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10
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○

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
運
送
引
受
書
の
交
付
）

（
運
送
引
受
書
の
交
付
）

第
七
条
の
二

（
略
）

第
七
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
運
送
の
申
込
者
に
対
し
て
当
該
運
送

（
新
設
）

の
引
受
け
に
際
し
手
数
料
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
支
払
つ
た
場
合
に
は
、
そ

の
額
を
記
載
し
た
書
類
を
、
前
項
の
運
送
引
受
書
の
写
し
と
と
も
に
、
当
該
運
送

の
終
了
の
日
か
ら
一
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乗
務
員
台
帳
及
び
乗
務
員
証
）

（
乗
務
員
台
帳
及
び
乗
務
員
証
）

第
三
十
七
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
ご
と
に
第

第
三
十
七
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
ご
と
に
第

一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
第
十
号
に
掲
げ
る
写

一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
第
九
号
に
掲
げ
る
写

真
を
貼
り
付
け
た
一
定
の
様
式
の
乗
務
員
台
帳
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
運
転
者

真
を
は
り
付
け
た
一
定
の
様
式
の
乗
務
員
台
帳
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
運
転
者

の
属
す
る
営
業
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
属
す
る
営
業
所
に
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

運
転
者
の
運
転
の
経
歴

（
新
設
）

七
～
十

（
略
）

六
～
九

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
運
行
管
理
者
等
の
選
任
）

（
運
行
管
理
者
等
の
選
任
）

第
四
十
七
条
の
九

（
略
）

第
四
十
七
条
の
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
資
格
者
証
若
し
く
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

３

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
資
格
者
証
若
し
く
は
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
行
管
理
者
資

（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
行
管
理
者
資

格
者
証
を
有
す
る
者
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
運
行
の
管
理
に
関
す

格
者
証
を
有
す
る
者
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
運
行
の
管
理
に
関
す
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る
講
習
（
以
下
単
に
「
講
習
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
講
習
（
以
下
単
に
「
講
習
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
一
条
の
二
及
び
第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

第
四
十
一
条
の
二
及
び
第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

を
受
け
た
も
の
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
運
行
管
理
者
の
業
務
を
補
助
さ
せ

を
受
け
た
も
の
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
運
行
管
理
者
の
業
務
を
補
助
さ
せ

る
た
め
の
者
（
以
下
「
補
助
者
」
と
い
う
。
）
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

る
た
め
の
者
（
以
下
「
補
助
者
」
と
い
う
。
）
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
し
、
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
は
、
補
助
者
に
選
任

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）


